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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
閣
僚
等
の
執
務
室
に
お
け
る
受
動
喫
煙
対
策
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
閣
僚
等
の
執
務
室
に
お
け
る
受
動
喫
煙
対
策
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
「
閣
僚
本
人
の
判
断
で
喫
煙
を
可
能
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
執
務
室
」
は
、
内
閣
府
庁
舎
及
び
中
央
合
同
庁
舎
第

八
号
館
（
以
下
「
八
号
館
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
七
か
所
の
大
臣
室
、
中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
に
所
在
す
る
国
家
公
安

委
員
会
委
員
長
室
及
び
財
務
省
本
庁
舎
に
所
在
す
る
大
臣
室
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
本
人
の

判
断
で
喫
煙
を
可
能
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
執
務
室
」
は
、
八
号
館
に
所
在
す
る
六
か
所
の
副
大
臣
室
及
び
大
臣
政
務
官
室
並

び
に
財
務
省
本
庁
舎
に
所
在
す
る
四
か
所
の
副
大
臣
室
及
び
大
臣
政
務
官
室
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
執
務
室
に
お
い
て
執
務
す
る
国
務
大
臣
、
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
が
、
本
人
の
判
断
で
喫
煙
が
可
能
な
部
屋
に

お
い
て
喫
煙
を
行
っ
た
か
否
か
と
い
う
個
人
的
な
事
柄
に
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。


